
１ 

議案第８８号 

 

城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関す 

る条例の制定について 

 

城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関する条例を次

のように定めたいので、議会の議決を求める。 

  

  令和７年１２月１７日提出 

   (2025年 ) 

  

城陽市長 村  田  正  明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関する条例 

 （給料に関する特例） 

第１条 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和８年（２０２６年）１月１日から当分の間におい

て、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例（昭和３１年城陽市条例第５号。以下「条例」と

いう。）第３条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては１００分の１

０を、副市長及び教育長にあっては１００分の５を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手

当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例（平成２年城陽市条例第１１号）に基づく退職

手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。 

 （期末手当に関する特例） 

第２条 令和７年（２０２５年）１２月に支給すべき期末手当における条例第５条第２項の規定の適用

については、同項中「１００分の１７７．５」とあるのは、「１００分の１７２．５」とする。 

２ 令和８年（２０２６年）４月１日から当分の間における条例第５条第２項の規定の適用については

、同項中「１００分の１７５」とあるのは、「１００分の１７２．５」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、第２条第１項の規定は、令和７年（２０２５年）１２月１日から

適用する。ただし、同条第２項の規定は、令和８年（２０２６年）４月１日から施行する。 

 



３ 

 

提案理由 

  

市長、副市長及び教育長の給料月額及び期末手当を減じる特例を設け

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の

規定に基づいて、本案を提案するものである。  

  

  

  

参照条文 

 

地方自治法（抜粋）  

〔給料、旅費及び諸手当〕  

第２０４条     略  

②         略  

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定め

なければならない。 

 



４ 

 

参考資料 

 

城陽市常勤の特別職の給料の額及び期末手当の特例に関 

する条例要綱 

 

１  期末手当の支給率（第２条関係） 

＜特例適用前＞ 

（令和７年１２月１日適用） 

 ６月期  １２月期 年間合計 

市長等 
172.5 

/100 

177.5 

/100 

350 

/100 

 

（令和８年４月１日施行） 

 
６月期  １２月期 年間合計 

市長等 
175 

/100 

175 

/100 

350 

/100 

 

＜特例適用後＞ 

（令和７年１２月支給分・令和８年支給分から当分の間）  

 
６月期  １２月期 年間合計 

市長等 
172.5 

/100 

172.5 

/100 

345 

/100 

 

 

２  給料（第１条関係） 

  市長       １０％減額   

  副市長・教育長  ５％減額   

 （期間：令和８年１月１日から当分の間） 

 


